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認知症グループホームにおける防火安

 

 

総務省消防庁は、長崎県大村市の認知症グループホー

認知症グループホームを対象に認知症グループホーム

るため、その実態と課題を把握する必要性から防火安全

施しました。 

その実態調査の結果につきましては、既に新聞報道等

今般、改めて認知症グループホームにおける防火安全

き、現在、消防庁を中心に検討が進められている「認知

火安全対策検討会」への対応など、グループホームにお

止策の検討など、今後の対策上、各都道府県の支部並び

れながらその対応に万全を期してまいりたいと考えてお

また、「普通の暮らし」を標榜してきている認知症グ

の防火安全対策の基本的な考え方を提示させていただき

いただければ幸甚に存じます。 

おって、第３回の検討会が３月２日に開催されますこ

れば、この上もない喜びであります。 

ご多忙の折、至急のお願いを致し恐縮に存じますが、

支援の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人      

全国認知症グループホーム協会 

代表理事 木川田 典彌 

全対策について 

ムの火災事故を受けて、全国の

等に係る防火安全対策を検討す

体制に関する緊急実態調査を実

で了知のことと思います。 

体制の実態を周知させていただ

症グループホーム等における防

ける防火安全対策並びに再発防

に協（議）会のご意見を聴きい

ります。 

ループホームの現段階での協会

ますが、これについてご意見を

とから、その前にご意見を賜わ

事の重大性に鑑み、ご協力・ご



記 

Ⅰ．認知症グループホームにおける防火安全体制の実態調査の結果を踏まえて、各事業

所における防火安全体制の整備と再発防止に対する取り組みについて 

 

 １．認知症グループホームにおける防火安全体制の実態調査の結果について 

調査結果を見ると違反で最も多かったのは、消防用設備の点検・報告義務を怠っ

ていたケース２，０１７棟と、カーテン・絨毯などの防炎物品の不備２，０１０

棟でいずれも２４％ずつ。収容人員３０人以上で義務付けられる防火管理体制に

ついても、消防計画を作成していなかったり避難訓練をしていないなどの問題が

１，２６２棟（１５．３％）で見つかった。 

一方、消防用設備についての違反率は、「誘導灯」の不備が４．０％。面積３０

０平方ｍ以上で設置する自動火災報知器が２．９％、同１５０平方ｍ以上で設置

する消火器具が１．９％となっており、全体的に違反率は低い結果となった。 

   一つでも違反に該当する建物は全体で見れば４６．８％と低くはないが、違反は

設備よりも日常の管理や体制、いわば“ソフト”に集中しているといえます。 

   今回の調査結果を見る限りでは消防設備を守っていない現場は少数だったこと

が分かる。火災が起きたホームは防炎カーテンは使っておらず、介護保険の運営

基準で定められている消防計画や避難訓練も、開設してから一度も実施していな

かったという。 

別添参照「認知症高齢者グループホーム等に係る実態調査結果」 

（平成１８年１月３１日報告分）（消防庁ホームページ掲載） 

  

２．上記１の結果を踏まえて、当面各事業所において実施すべき防火安全対策と再発防

止策について 

（１）今回の調査結果に見られるように、設備よりも日常の管理や体制、いわば「ソ

フト」面に違反が集中している状況から各事業所の防火安全体制の再構築と

その徹底が急務であります。 

（２）認知症ケアにおける「普通の暮らし」を存続し続けるために、各事業所にお

いて構築された防火安全体制をより実行性を高めるための取り組み（例えば

日常的なリスク管理の徹底、災害時の地域の消防機関及び住民等との連携な

ど）を強化し、再発防止に万全を期す必要があります。 

 

 

 

 

 



Ⅱ．「消防庁認知症グループホーム等の防火安全対策検討会」における審議・内容並び

に当協会の基本的な考え方とその対応について 

 

現在、国では,消防庁予防課の主催で「認知症高齢者グループホーム等における

防火安全対策検討会」が開催されています。検討会では、消防庁の行なった実態調

査結果についての報告、防火安全対策のあり方についての検討が行なわれ、３月末

には、消防用設備等及び防火管理のハード・ソフト両面から、認知症グループホー

ム等における防火計画のあり方が検討され、とりまとめられる予定になっています。 

当協会からも、認知症グループホーム関係団体を代表するものとして委嘱を受け

委員として参画しています。検討会では、 

（１）やすらぎの里さくら館の火災の個別の問題と認知症グループホーム全体の防火

上の課題を区別して議論すべきである事、 

（２）認知症の人にふさわしい住環境整備の重要性、 

（３）今まで培ってきた認知症ケアと火災対策,どちらも欠くことのできない大切な

観点である事、 

（４）共同の住まいとして実践を積み上げてきた認知症グループホームにスプリンク

ラーが必要なのか、 

 

等を、当事者の立場で、認知症グループホームの現場を理解していただけるよう強

く発言しています。 

 

現在論点となっているところの重要な部分は以下のとおりです。 

（１）安全を守るために、新たな設備が必要なのではないのか（自動火災報知設備、住

宅用スプリンクラーなど）との議論 

（２）今まで消防署への防火管理の届出を必要としなかった小規模の認知症グループホ

ームも防火管理者の選任、消防計画の策定と計画に基づく訓練を義務付ける議論 

（３）防炎物品を広く使用する必要性があるとの議論 

（４）認知症の人は避難困難者であるかとの議論 

 

検討会でも発言しているところで、当協会としても異論がありますが、現実問題として

住宅用スプリンクラーの設置が議論されています。 

住宅用スプリンクラーの設置が義務付けられると、多額の費用負担が発生することにな

ります。その場合①事業者がその費用負担に耐えられず事業撤退を余儀なくされる可能

性、②その費用が結果として利用者の住居費の値上げにつながり、利用者がその負担に

耐えることができず、退去せざるを得ない可能性、③賃貸契約で建物を借りて経営して

いる場合、グループホーム側の意向だけで設備整備はできず、結果として事業撤退の可



能性、などが考えられます。 

議論すべきは費用ではなく、「認知症の人の共同の住まい（グループホーム）」に安心し

て生活できる環境を整えることであり、防火に対する万全の日常の備えをした上で、ど

んな設備が必要なのか考えていくことであると思います。 

私たちは認知症の人の生活と尊厳を守るグループホーム事業者として、上記の問題を真

剣に考えなければなりません。時間がない中恐縮ですが、ぜひ全国の支部、都道府県支

部協議会のご意見をいただきたくお願致します。 

以上 










